
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

チャットボット（ふたば） 国税庁動画チャンネル 確定申告書等作成コーナー 

（1）第 691 号 令和４年 3月 1日か　　　　　が　　　　　み

発行所　山口県理容生活衛生同業組合
 〒754−0042　山口県山口市小郡長谷一丁目5番32号

電話　083−973−0051㈹

今　月　の　紙　面
第406理事会  1
第４回常任理事会  1

「理容組合　お客様感謝祭」抽選会  1
案内・第65通常総代会  1
　　・県組合事務所住居表示変更  1
　　・確定申告  1
　　・事業復活支援金  2

今 後 の 日 程
3月 7日㈪	 第 5 回常任理事会（午後） （小郡）
　　14日㈪	 第４０７理事会（午後） （ 〃 ）
5 月 9 日㈪	 期末監査会 （ 〃 ）
　 　 16日㈪	 第 １ 回常任理事会（午前） （ 〃 ）
　　　〃　	 第４０８理事会（午後） （ 〃 ）
　　23日㈪	 第６5通常総代会 （山口）

第
４
０
６
理
事
会

「
理
容
組
合　

お
客
様
感
謝
祭
」
抽
選
会

第
４
回　

常
任
理
事
会

　

令
和
３
年
12
月
６
日
㈪
役
員
研
修

会
終
了
後
、
山
口
県
理
容
美
容
専
門

学
校　

講
堂
に
於
い
て
、
第
４
０
６

理
事
会
が
出
席
19
名
、
欠
席
２
名
の

も
と
開
催
さ
れ
た
。

　

始
め
に
、
株
式
会
社
日
本
ト
リ
ム

の
安
達
氏
よ
り
、「
電
解
水
素
水
整

水
器
R
e
f
i
n
e
」
の
紹
介
が
あ

っ
た
。

　

松
永
副
理
事
長
が
開
会
を
宣
言
し
、

吉
永
理
事
長
が
議
長
に
就
任
し
議
事

に
入
っ
た
。

　
　

◎　

報　

告　

事　

項

１
．
経
過
日
誌
に
つ
い
て

２ 

．
全
理
連
第
６
回
理
事
会
の
経
過

に
つ
い
て

３
．
中
間
監
査
会
の
経
過
に
つ
い
て

４ 

．
第
73
回
全
国
理
容
競
技
大
会
山

口
県
代
表
選
手
選
考
会
の
経
過
に

つ
い
て

５ 

．
令
和
３
年
度
生
衛
業
各
種
表
彰

者
に
つ
い
て

６ 

．
令
和
３
年
度
全
理
連
共
済
加
入

促
進
運
動
の
結
果
に
つ
い
て

７
．
そ
の
他
に
つ
い
て

　

⑴ 

「
理
容
組
合　

お
客
様
感
謝
祭
」

に
つ
い
て

　

松
永
総
務
企
画
部
長
か
ら
口
頭
に

よ
り
、
締
め
切
り
が
令
和
４
年
１
月

12
日
㈬
。
ギ
フ
ト
カ
タ
ロ
グ
の
仕
様

変
更
。
Ｆ
Ｍ
山
口
・
Ｔ
Ｙ
Ｓ
に
よ
る

ス
ポ
ッ
ト
Ｃ
Ｍ
が
あ
る
等
の
説
明
が

あ
っ
た
。

　

Ｑ　

 

お
客
様
感
謝
祭
の
応
募
用
紙

枚
数
を
記
載
す
る
の
か

�

（
川
野
理
事
）

　

Ａ　

書
か
な
く
て
良
い

�

（
吉
永
理
事
長
）

　

⑵ 

丸
大
食
品
㈱
冬
ギ
フ
ト
商
品
購

入
協
力
の
お
願
い
に
つ
い
て

　

金
井
事
業
部
長
か
ら
別
資
料
に
よ

り
、
送
料
は
必
要
。
本
日
申
込
い
た

だ
け
れ
ば
組
合
か
ら
申
し
込
め
る
の

で
、
協
力
し
て
欲
し
い
等
の
お
願
い

が
あ
っ
た
。

　

⑶
組
合
顧
問
に
つ
い
て

　

吉
永
理
事
長
か
ら
口
頭
に
よ
り
、

新
し
く
議
員
に
な
ら
れ
た
北
村
経
夫

参
議
院
議
が
顧
問
に
就
任
、
林
芳
正

衆
議
院
議
員
は
辞
退
さ
れ
た
と
報
告

が
あ
っ
た
。

　

以
上
、
吉
永
理
事
長
及
び
各
担
当

部
長
よ
り
報
告
が
あ
っ
た
。

　
　

◎　

協　

議　

事　

項

１ 

．
常
任
理
事
退
職
慰
労
金
規
程
の

廃
止
に
つ
い
て

　

吉
永
理
事
長
か
ら
資
料
に
よ
り
、

組
合
規
程　

九　

常
任
理
事
退
職
慰

労
金
規
程
は
、
令
和
４
年
３
月
31
日

を
も
っ
て
廃
止
す
る
と
説
明
が
あ
り
、

挙
手
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
。

２ 

．
令
和
４
年
度
各
部
門
の
事
業
計

画
案
に
つ
い
て

　

吉
永
理
事
長
か
ら
資
料
に
よ
り
、

各
部
門
一
括
上
程
す
る
と
説
明
が
あ

り
、
異
議
な
く
挙
手
に
よ
り
承
認
さ

れ
た
。

３ 
．
令
和
３
年
度
収
支
の
見
通
し
と

令
和
４
年
度
収
支
予
算
案
に
つ
い

て

　

松
永
経
理
部
長
か
ら
資
料
に
よ
り
、

コ
ロ
ナ
の
影
響
が
あ
っ
た
事
と
賦
課

金
は
値
上
げ
を
し
な
い
等
の
説
明
が

あ
り
、
異
議
な
く
承
認
さ
れ
た
。

４ 

．
全
理
連
「
第
６
波
コ
ロ
ナ
対
応

デ
ジ
タ
ル
化
推
進
費
」
に
つ
い
て

　

吉
永
理
事
長
か
ら
当
日
配
布
資
料

に
よ
り
、
全
理
連
か
ら
県
組
合
に
支

給
さ
れ
、
１
店
舗
あ
た
り
１
５
０
０

円
を
支
部
で
活
用
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
説
明
が
あ
り
、
異
議
な
く
挙
手

に
よ
り
承
認
さ
れ
た
。

５ 

．「
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
」
振
込
サ
ー

ビ
ス
を
現
金
で
利
用
す
る
場
合
の

料
金
加
算
の
対
応
に
つ
い
て

　

松
永
経
理
部
長
か
ら
資
料
に
よ
り
、

来
年
１
月
17
日
か
ら
現
金
振
込
の
場

合
、
払
込
人
（
支
部
）
に
１
１
０
円

の
手
数
料
が
か
か
る
こ
と
に
な
る
の

で
、
そ
の
対
応
と
し
て
支
部
に
お
い

て
「
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
」
口
座
の
開
設

及
び
「
ゆ
う
ち
ょ
ダ
イ
レ
ク
ト
」
の

申
し
込
み
を
お
願
い
し
た
い
。
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
に
口
座
が
な
い
支
部
は
、

開
設
す
る
時
に
支
部
規
約
の
提
出
を

求
め
ら
れ
る
の
で
、
規
約
が
な
い
支

部
は
当
日
配
布
の
吉
南
支
部
規
約
を

参
考
に
作
成
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

支
部
と
県
組
合
間
の
送
金
が
、
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
に
す
る
と
山
口
銀
行
よ
り

振
込
手
数
料
が
安
く
な
る
。
３
月
末

迄
の
手
数
料
は
県
組
合
が
負
担
す
る
。

３
月
の
理
事
会
で
改
め
て
詳
し
く
お

話
を
す
る
等
の
説
明
が
あ
り
、
異
議

な
く
挙
手
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
。

６ 

．
今
後
の
日
程
に
つ
い
て

　

吉
永
理
事
長
か
ら
資
料
に
よ
り
説

明
が
あ
り
、
異
議
な
く
挙
手
に
よ
り

承
認
さ
れ
た
。

７
．
そ
の
他
に
つ
い
て

　

 （
公
社
）
日
本
理
容
美
容
教
育
セ

ン
タ
ー
産
学
連
携
就
職
情
報
交
換

事
業
つ
い
て

　

松
永
総
務
企
画
部
長
か
ら
口
頭
に

よ
り
、
求
人
募
集
に
つ
い
て
対
象
店

舗
は
社
会
保
険
に
す
べ
て
加
入
し
て

い
る
こ
と
が
条
件
の
た
め
、
事
業
成

果
を
あ
げ
る
の
は
厳
し
い
状
況
で
あ

　

令
和
４
年
１
月
16
日
㈰
・
17
日
㈪

の
２
日
間
に
亘
り
県
組
合
事
務
所
２

階
会
議
室
に
於
い
て
、
常
任
理
事
に

よ
り
、
令
和
３
年
度
小
規
模
事
業
者

応
援
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
業
「
理
容
組

合　

お
客
様
感
謝
祭
」
の
抽
選
会
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

特
賞

ぶ
ち
う
ま
！
山
口
カ
タ
ロ
グ
ギ
フ
ト

�

「
あ
か
つ
き
」　　
　
　

50
名
様

　

Ａ
賞

グ
ル
メ
カ
タ
ロ
グ
ギ
フ
ト　

味
景　

�

「
碧
緑
」　　
　
　

1
0
0
名
様

　

Ｂ
賞

ぶ
ち
う
ま
！
山
口
カ
タ
ロ
グ
ギ
フ
ト

�

「
せ
せ
ら
ぎ
」　　

3
0
0
名
様

　

Ｃ
賞

Ｊ
Ｃ
Ｂ
ギ
フ
ト
カ
ー
ド   

�

１
，
０
０
０
円
分　

5
0
0
名
様

　

総
数　

９
５
０
本

�

パ
ソ
コ
ン
で
の
ラ
ン
ダ
ム
抽
選
。

る
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　

吉
永
理
事
長
か
ら
大
森
理
事
長
の

書
籍
の
配
布
に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ

た
。

　

以
上
全
項
目
に
亘
っ
て
異
議
な
く

承
認
さ
れ
、
松
永
副
理
事
長
の
閉
会

宣
言
に
よ
り
午
後
４
時
13
分
終
了
し

た
。

　

令
和
３
年
12
月
６
日
㈪
午
前
９
時

30
分
よ
り
県
組
合
事
務
所
２
階
会
議

室
に
於
い
て
、
第
４
回
常
任
理
事
会

が
開
催
さ
れ
た
。

　

午
後
の
第
４
０
６
理
事
会
に
向
け

て
報
告
事
項
、協
議
事
項
と
も
真
剣
・

熱
心
に
審
議
さ
れ
終
了
し
た
。



所

管

業
種
目

概
況
書

要

否

別
表
等

旧納税地及び

旧 法 人 名 等

添付書類
貸借対照表、損益計算書、株主（社員）資
本等変動計算書又は損益金処分表、勘定
科目内訳明細書、事業概況書、組織再編
成に係る契約書等の写し、組織再編成に
係る移転資産等の明細書

別
表
一

各
事
業
年
度
の
所
得
に
係
る
申
告
書－

内
国
法
人
の
分

平
三
十
一
・
四
・
一
以
後
終
了
事
業
年
度
等
分

…
…

○印税 理 士
署 名 押 印

年 月 日

兆 十億 百万

年 月 日

整理番号

事業年度
（至）

売上金額

申告年月日

一 連 番 号

税

務

署

処

理

欄

※

申 告 区 分

庁 指 定 局指定 指導等 区 分通信日付印 確認印

年 月 日

翌年以降
送付要否
税理士法第30条
の 書 面 提 出 有

税理士法第33条
の２の書面提出有

適用額明細書
提出の有無

法
人
税

地 方
法人税

期限後 修 正 修 正期限後

要 否 無有

有 有

事業年度分の法人税 申告書
申告書課税事業年度分の地方法人税

中 間中 間

年 月 日
年 月 日

年 月 日

年 月 日

令和 年 月 日
税務署長殿

署受
務 付
税 印

納税地

法人名

（フリガナ）

（フリガナ）
代 表 者
記名押印
代表者
住 所

電話（ ） －

○印

法人番号

十億 百万 千 円

１

控 除 税 額

差引所得に対する法人税額

法 人 税 額 計

同上に対する税額

課 税 留 保 金 額

同上に対する税額

課税土地譲渡利益金額

差 引 法 人 税 額

所得金額又は欠損金額

法 人 税 額

（２）－（３）

（22）＋（23）＋（24）

（４）＋（５）＋（７）＋（９）

（10）－（11）－（12）－（13）

（別表三 「４」）（一）

（別表三 「８」）（一）

（別表三（二）「24」＋別表三
（二の二）「25」＋別表三（三）「20」）

差引確定
法人税額
（14）－（15）（ ）中間申告の場合はその

税額とし､マイナスの
場合は、（26）へ記入

利

益

金

土
地
譲
渡
留
保
金

０ ０ ０

０ ０ ０

０ ０

０ ０

連結納税の承認を取り消された
場合等における既に控除された
法人税額の特別控除額の加算額

剰 余 金 ・ 利 益 の 配 当
（剰余金の分配）の金額

十億 百万 千 円

控除しきれなかった金額

控 除 し た 金 額

外 国 税 額

計

所 得 税 の 額

（17）＋（18）

（13）

（19）－（20）

控

除

税

額

の

計

算
土
地
譲
渡
税
額
の
内
訳

土 地 譲 渡 税 額

同 上

（21）
所得税額等の還付金額

中 間 納 付 額

こ
の
申
告
に
よ
る
還
付
金
額

（15）－（14）

（別表三 「27」）（二）

（別表三 「28」）（二の二）

同 上
（別表三 「23」）（三）

申
告
で
あ
る
場
合

こ
の
申
告
が
修
正

欠損金又は災害損失金等の当期控除額
（別表七 「４の計」＋（別表七 「９」（一） （二）
若しくは「21」又は別表七 「10」））（三）

翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金
（別表七 「5の合計」）（一）

18

19

20

21

22

23

24

25

26

29

31

17

課税留保金額に
対する法人税額

課税標準法人税額

（59）

地 方 法 人 税 額
（58）

所 得 地 方 法 人 税 額
（36）＋（37）

差 引 地 方 法 人 税 額
（38）－（39）－（40）－（41）

外 国 税 額 の 控 除 額

こ
の
申
告
前
の

申
告
で
あ
る
場
合

こ
の
申
告
が
修
正

この申告による還付金額

この申告により納付
すべき地方法人税額

45

す
る
金
融
機
関
等

還
付
を
受
け
よ
う
と

口座
番号

※税務署処理欄

預金

ゆうちょ銀行の
貯金記号番号

郵便局名等
本店･支店
出 張 所
本所･支所

銀 行
金庫･組合
農協･漁協

年 月 日残余財産の最
後の分配又は
引渡しの日

年 月 日
決算確定の日

０
０

０ ０

０ ０

基
準
法
人
税
額

税
額
の
計
算

課
税
標
準
法
人 （33）＋（34）

差引確定
地方法人税額
（42）－（43）（ ）中間申告の場合はその

税額とし､マイナスの
場合は､（45）へ記入

０ ０

課税標準法人税額

所 得 の 金 額 に
対する法人税額

（９）

（4）＋（5）＋（7）＋（10の外書）

課税留保金額に係る地方法人税額

この 申 告 により納 付
すべき法人税額又は
減少する還付請求税額

（65）

（43）－（42）

所得の金額に
対する法人税額

（68）
課税留保金額に
対する法人税額

（69）

（70）

（74） ０ ０

46

47

48

49

外

（別表四「47の 」）①

この申告前の所得
金額又は欠損金額

（60）

０ ０ ０

０ ０ ０

０ ０

中間申告分の法人税額

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

０ ０

中間申告分の地方法人税額

（別表六 「6の③」）（一）

33

34

35

36

37

38

39

40

41

44

０ ０

０ ０

（別表六 「20」）（二）

（別表六 「50」）（二）

特 定
同族会社 非同族会社

事業種目

同族会社同非区分

非中小法人
円期末現在の資本金の

額又は出資金の額
同上が１億円以下の普通法人のうち中小法人に該当しないもの

左記以外の公益法人
等、協同組合等又は
特 定 の 医 療 法 人

仮装経理に基づく過大申告の
更正に伴う控除法人税額

（（（10）（11）（12））と（19）のうち少ない金額）－ －

仮装経理に基づく過大申告の
更正に伴う控除地方法人税額

法人税額の特別控除額
（別表六 「４」）（六）

こ
の
申
告
書
に
よ
る
法
人
税
額
の
計
算

こ
の
申
告
書
に
よ
る
地
方
法
人
税
額
の
計
算

外
30

（25）＋（26）＋（27）

欠損金の繰戻しに
よる還付請求税額

計

27

28

外

外

43

法人区分
普通法人（特定の医療法
人を除く｡）一般社団法
人等､みなし公益法人等
又は人格のない社団等

分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等
に係る控除対象所得税額等相当額の控除額
（別表六 「7」＋別表十七 「3」）（五の二） （三の十二）

15

16 32

42

平成・令和

平成・令和 （ ）中間申告の場合
の 計 算 期 間

平成･令和
平成･令和

平成･令和 平成･令和

（53）＋（54）＋（55）

分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等
に係る控除対象所得税額等相当額の控除額
（（（別表六（五の二）「8」）＋（別表十七（三の十二）
「 4 」））と（ 3 8 ）の う ち 少 な い 金 額 ）

青色申告

令和４年 3月 1日 か　　　　　が　　　　　み 第 691 号（2）


